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議案第１４７号 
 
 
   工事請負契約の締結について 
 
 
 次のとおり工事請負契約を締結することについて、杵築市議会 

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平 

成１７年杵築市条例第５３号）第２条の規定により、議会の議決 

を求める。 
 
 
  令和元年９月１９日提出 
 
 
               杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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１ 工事の目的   令和元年度杵築市ケーブルネットワーク網

ＦＴＴＨ化工事（第二期工事） 
 
２ 契約の方法   指名競争入札 
 
３ 契約金額    ３２９，１４７，５００円 
 
４ 工期      契約締結日の翌日から令和２年３月２０日

まで 
 
５ 契約の相手方  福岡市南区玉川町７番８号 
          株式会社 協和エクシオ 九州支店 
          執行役員九州支店長 中島 馨生 
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議案第１４８号 

 

 

和解及び損害賠償の額の決定について 

 

 

  次のとおり和解及び損害賠償の額を決定することについて、地 

 方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及 

 び第１３号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和元年９月１９日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

            記 
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  市は、市道の管理の瑕疵に起因して発生した人身事故について、 

次のとおり和解し、損害賠償の額を定める。 

 

 １ 和解及び損害賠償の相手方 

   甲 住 所 ■■■■■■■■■■■■ 

     氏 名 ■■■■■■ 

   乙 住 所 ■■■■■■■■■■■■ 

     氏 名 ■■■■■■ 

 

 ２ 事故の概要   

    平成３０年７月７日午前２時頃、乙が運転し、甲が助手席 

に同乗した車両が、杵築市山香町大字倉成の市道日出大田線 

を大田方面に向かって走行していたところ、道路が最大で長 

さ２７ｍ、幅７ｍにわたって崩落しており、その崩落箇所に 

車両が転落したため、甲及び乙は負傷し、車両は全損した。 

 

３ 和解内容及び損害賠償の額 

 （１）市は、甲に対し、本件事故に関する一切の損害賠償金と 

して、６，３８９，５２７円を支払う。 

（２）市は、乙に対し、本件事故に関する一切の損害賠償金と 

して、１，２４４，８３７円を支払う。 

 （３）本件事故に関し、本和解内容のほか、市と相手方には一 

切の債権債務関係がないことを確認する。 
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 議案第１４９号 
 
 
   教育委員会の委員の任命につき同意を求めることに 

ついて 
 
 

次の者を杵築市教育委員会の委員に任命したいので、地方教育 
 行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 
 第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 
 

令和元年９月１９日提出 
 
 
               杵築市長  永 松  悟 

 
 
               記 
 
 
   住  所  杵築市■■■■■■■■■■■ 
   氏  名  石 田 順 一 
   生年月日  ■■■■■■■■■■ 
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  略  歴  書  
 
 
   現住所  大分県杵築市■■■■■■■■■■■ 

 

           氏  名  石
いし

 田
だ

 順
じゅん

 一
いち

 
           生年月日  ■■■■■■■■■■ 
                      （満■■歳） 
 
 職 歴 
 

■■■■■■    （■■■■■■■■■■■■■■） 
 
  その他 
 
杵築市立北杵築小学校ＰＴＡ会長 

           （平成１９年 ４月～平成２０年 ３月） 
主任児童委員    （平成１９年１２月～平成２５年１１月） 
杵築市教育委員会委員（平成２２年１１月～現在に至る） 

8



議案第１５０号 
 
 

公平委員会の委員の選任につき同意を求めることに 
ついて 

 
 

次の者を杵築市・一部事務組合公平委員会の委員に選任したい 
 ので、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第 
 ２項の規定により、議会の同意を求める。 
 
 

令和元年９月１９日提出 
  
  

                杵築市長  永 松  悟 
 
 

               記 
 
 

住  所  杵築市■■■■■■■■■■■■ 
氏  名  中山田 秀 俊 
生年月日  ■■■■■■■■■■ 
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          略  歴  書  
 
 

  現住所  大分県杵築市■■■■■■■■■■■■ 
 

 氏  名  中山田
なかやまだ

 秀
ひで

 俊
とし

 
 生年月日  ■■■■■■■■■■ 

（満■■歳） 
    
   職 歴 
 
 ■■■■■■    （■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
 ■■■■■■■   （■■■■■■■■■■■■■■） 
 
   その他 
 
 大田村教育委員会委員（平成 ９年 １月～平成１７年 ９月） 
 大田村教育委員会委員長職務代理者 

（平成１７年 ４月～平成１７年 ９月） 
 杵築市・一部事務組合公平委員会委員 

（平成１７年１２月～現在に至る） 
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諮問第１号 
 
 
    人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること 
    について 
 
 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護 
委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、 
議会の意見を求める。 
 

 
令和元年９月１９日提出 

 
 
                杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
 
 

住  所  杵築市■■■■■■■■■ 
氏  名  麻 生 和 生 
生年月日  ■■■■■■■■■■ 
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     略  歴  書  
 
 
   現住所  大分県杵築市■■■■■■■■■ 
 

             氏  名  麻
あ

 生
そう

 和
かず

 生
お

 

             生年月日  ■■■■■■■■■■ 
                        （満■■歳） 
 

 職 歴 
 

■■■■■■■■■■（■■■■■■■■） 
■■■■■■■■■■■■■ 

（■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
 
 その他 
 

人権擁護委員    （平成２２年１０月～現在に至る） 
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諮問第２号 
 
 
    人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること 
    について 
 
 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護 
委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、 
議会の意見を求める。 
 

 
令和元年９月１９日提出 

 
 
                杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
 
 

住  所  杵築市■■■■■■■■■■■■■■■ 
氏  名  河 野 眞 德 
生年月日  ■■■■■■■■■■ 
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     略  歴  書  
 
 
   現住所  大分県杵築市■■■■■■■■■■■■■■■ 
 

             氏  名  河
かわ

 野
の

 眞
まさ

 德
のり

 

             生年月日  ■■■■■■■■■■ 
                        （満■■歳） 
 

 職 歴 
 

■■■       （■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■     （■■■■■■■■■■■■■■） 

  
 その他 

 
人権擁護委員    （平成２９年 １月～現在に至る） 
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諮問第３号 
 
 
    人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること 
    について 
 
 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護 
委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、 
議会の意見を求める。 
 

 
令和元年９月１９日提出 

 
 
                杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
 
 

住  所  杵築市■■■■■■■■■■■■ 
氏  名  堀  直 美 
生年月日  ■■■■■■■■■■ 
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     略  歴  書  
 
 
   現住所  大分県杵築市■■■■■■■■■■■■ 
 

             氏  名  堀
ほり

  直
なお

 美
み

 

             生年月日  ■■■■■■■■■■ 
                        （満■■歳） 
 

 職 歴 
 

■■■■■■■■■■（■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■■■   （■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■■■■■■（■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■■■■■ （■■■■■■■■■■■■■■■■■） 

  
 その他 

 
人権擁護委員    （平成２９年 １月～現在に至る） 
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諮問第４号 
 
 
    人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること 
    について 
 
 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護 
委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、 
議会の意見を求める。 
 

 
令和元年９月１９日提出 

 
 
                杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
 
 

住  所  杵築市■■■■■■■■■■■■■ 
氏  名  佐 藤 弘 文 
生年月日  ■■■■■■■■■■ 
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     略  歴  書  
 
 
   現住所  大分県杵築市■■■■■■■■■■■■■ 
 

             氏  名  佐
さ

 藤
とう

 弘
ひろ

 文
ふみ

 

             生年月日  ■■■■■■■■■■ 
                        （満■■歳） 
 

 職 歴 
 

 ■■■■■■■■  （■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  （■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■■■■  （■■■■■■■■■■■■■■） 
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諮問第５号 
 
 
    人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること 
    について 
 
 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護 
委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、 
議会の意見を求める。 
 

 
令和元年９月１９日提出 

 
 
                杵築市長  永 松  悟 
 
 
               記 
 
 

住  所  杵築市■■■■■■■■■■■ 
氏  名  河 野 一 成 
生年月日  ■■■■■■■■■■ 
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     略  歴  書  
 
 
   現住所  大分県杵築市■■■■■■■■■■■ 
 

             氏  名  河
こう

 野
の

 一
かず

 成
なり

 

             生年月日  ■■■■■■■■■■ 
                        （満■■歳） 
 

 職 歴 
 

 ■■■■■     （■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■     （■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■■■■■■■■■ 

（■■■■■■■■■■■■■■■■■） 
■■■■■■■■■■■■■ 

（■■■■■■■■■■■■■■） 
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